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男女の賃金の差異、平均

値が初公表されました 

◆男女の賃金の差異の平均

値 

 令和４年７月８日に、女

性活躍推進法に基づく女性

の活躍に関する情報公表項

目に「男女の賃金の差異」

が追加され、常用労働者 301

人以上の大企業に対し情報

公表が義務化されたのは記

憶に新しいところです。 

 今般、厚生労働省の労働

政策審議会雇用環境・均等

分科会において、男女の賃

金の差異の平均値（対象：

301人以上事業主）が明らか

にされました。 

≪男性の賃金に対する女性

の賃金の割合の平均値≫ 

・全労働者→69.5％ 

・正規雇用労働者→75.2％ 

・非正規雇用労働者→

80.2％ 

※義務対象企業 17,370社の

うち、女性の活躍推進企

業データベースに加え、

厚生労働省が把握した

14,577社の公表数値の平

均値（令和６年１月 19日

時点） 

◆求職者にとっての比較材

料に 

男女の賃金の差異は、厚

生労働省の「女性の活躍推

進企業データベース」で公

表されています。もちろ

ん、差異が大きいからとい

って一概に差別的な取扱い

をしているというものでは

ありません。しかし、あま

りに開きがある場合、特に

女性の求職者が不安を覚え

る可能性は大いにありま

す。今回公表された平均値

は、採用活動において重要

な意味を持つことでしょ

う。逆にいえば、十分な取

組みを行っているという企

業は、適切な説明や積極的

な発信をすることで、この

数値を味方とすることもで

きそうです。そのためのは

じめの一歩として、まずは

自社の男女の賃金の差異を

把握することが重要です。 

【厚生労働省「第 67 回労働

政策審議会雇用環境・均等分

科会」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf

/newpage_37629.html 

 

外国人労働者数が初の

200万人超え～厚生労働省

のまとめより 

厚生労働省は１月 26 日、

令和５年 10 月末時点の外国

人雇用についての届出状況

の取りまとめを公表しまし

た。 

国内で働く外国人は昨年

10 月末時点で前年と比べ

12.4％増えて、204 万 8,675

人に上り、平成 25 年から

11 年連続で過去最多を更新

しました。外国人労働者の

増加率はコロナ禍前の水準

にまで回復しています。ま

た、比較可能な平成 20 年以

降、200 万人を超えるのは

初めてです。 

◆外国人労働者数は過去最

高を更新 

外国人労働者数は 204 万

8,675 人で、前年比で 22 万

5,950 人増加し、届出が義務

化された平成 19 年以降、過

去最高を更新しました。対

前年増加率は 12.4％と、前

年の 5.5％から 6.9 ポイント

上昇しています。 

 

◆外国人を雇用する事業所

数も過去最高を更新 

外国人を雇用する事業所
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数は 31 万 8,775 所で、前年

比 1 万 9,985 所増加し、届

出の義務化以降、こちらも

過去最高を更新していま

す。対前年増加率は 6.7％

と、前年の 4.8％から 1.9 ポ

イントの上昇でした。 

◆国籍別では、ベトナムが

昨年同様に最多 

国籍別では、ベトナムが

最も多く 51 万 8,364 人で、

外国人労働者数全体の

25.3％を占めています。次

いで中国 39 万 7,918 人（全

体の 19.4％）、フィリピン

22 万 6,846 人（全体の

11.1％）の順となっていま

す。 

対前年増加率が高かった

のは、インドネシア

（56.0％増）、次いでミャ

ンマー（49.9％増）、ネパ

ール（23.2％増）の順とな

っています。 

◆在留資格別では、「専門

的・技術的分野の在留資

格」が前年比最多の増加率 

在留資格別では、「専門

的・技術的分野の在留資

格」が対前年増加率として

最も大きく 59 万 5,904 人

で、前年比 11 万 5,955 人

（24.2％）の増加、次いで

「技能実習」が 41 万 2,501

人で、前年比６万 9,247 人

（20.2％）増加、「資格外

活動」が 35 万 2,581 人で、

前年比２万 1,671 人

（6.5%）の増加でした。 

【厚生労働省「「外国人雇

用状況」の届出状況まとめ

（令和５年 10 月末時

点）」】 

https://www.mhlw.go.jp/st

f/newpage_37084.html 

3 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申

請書の提出＜新規適用

のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税およ

び市町村民税の申告［市

区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務

署］ 

○ 個人事業所税の申告

［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨

年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限

［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の

届出書の提出［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産

調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提

出［税務署］ 

 

4 月 1 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

～当事務所より一言～ 

命拾いしました 

大腸がん検診に引っ掛か

り、大腸ポリープを内視鏡

で取るという手術を受け

ました。翌日退院しまし

た。しかし、ここからが大

変でした。下血が 15 回く

らいあり、病院へ何回か電

話して、「行った方が良い

のでは？」と行ったのです

が、様子見を言われ、我慢

していたんですが、夜中の

12 時 50 分に貧血で倒れ、

救急で病院へ戻りました。

血圧は６０台で貧血の数

値もめちゃくちゃ悪くな

っていました。朝まで寝て

たら冷たくなって、死んで

いたかも？です。翌日、ま

た内視鏡でクリップ止め

てもらい、更に翌日に退院

しました。「人間いつ死ぬ

かわからん」と思った出来

事でした。皆様もお身体は

大切にして下さい。 

それから、大腸ポリープは

「良性」でした。そこは良

かったです。 

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の

確定申告期限［税務署］ 


